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基本的事項

出展：建設副産物ﾘｻｲｸﾙ広報推進会議ＨＰ

＜循環型社会形成推進のための法体系＞



基本的事項

＜廃棄物の区分＞
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基本的事項

＜建設工事から発生する主な廃棄物（建設廃棄物）＞

（建設汚泥、建設混合廃棄物は、廃棄物処理法では定義されていない、通称）

出展：建設副産物ﾘｻｲｸﾙ広報推進会議ＨＰ
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建設副産物

建設副産物：建設工事に伴い副次的に得られる物品であり、再生
資源及び廃棄物を含むもの。
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再生資源：副産物のうち有用なものであって原材料として利用する
ことができるもの又はその可能性のあるもの。

廃棄物
（廃棄物処理法）

○有害・危険なもの

再生資源
（資源有効利用促進法）

○建設汚泥 ○建設発生土
○建設混合廃棄物 ○金属くず

原材料として利用
が不可能なもの

そのまま
原材料となるもの

原材料として利用の
可能性があるもの

○コンクリート塊
○アスファルト・コンクリート塊
○建設発生木材

：建設リサイクル法により、リサイクル等が義務付けられたもの

建設副産物とは



『建設リサイクル』とは、建設副産物の再資源化、他産業廃棄物を含む再生資材の建
設資材としての活用といった、建設分野に係る省資源・資源循環の取り組みのこと。
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建設リサイクルの概念フロー
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最小化

最大化

最大化
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最終処理
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